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他県では、「元号の改元による銀行法改正について」と題された文書の郵送

によりキャッシュカードを騙し取る新たな手口が確認されています。！

【手口】

一般社団法人全国銀行協会を騙り、封書により、

① 「改元に伴う銀行法改正の為、２０１９年より全金融機関のキャッシュカードが

不正操作防止用のものに変更される」旨の嘘の文書と、

② 「キャッシュカード変更申込書」なるキャッシュカードの暗唱番号等を記入す

る用紙が送りつけられ、カードの交換手続きを装い、被害者に封入したキャッ

シュカードを返送させることにより騙し取る。

というもの。

今後、柏市内での発生も心配されますのでご注意ください。

※ 手紙で「キャッシュカード」「暗唱番号記入」という内容が記載されている場合は警察に

連絡をお願いします。その他にも葉書での架空請求詐欺が多発しており「訴訟」等と記載

されているものが送られてきたら焦らず、まずは警察へ相談をお願いします！

①息子や甥から「お金を用意して欲しい。」との電話がかかってきても、

すぐには信用せず、まず家族や警察に相談してください。

②商業施設や警察を名乗り「キャッシュカード、口座が不正に利用されて

いる。」と電話が来たら、電話ｄｅ詐欺だと疑って下さい。

③市役所等を名乗る者から「医療費の払い戻しがある」などという名目で

ＡＴＭまで誘い出し、操作が不慣れな高齢者からお金を振り込ませる

還付金詐欺に注意してください。


